
離蹄
學無東亜

・
経

、

濟研究所

,

論:濟
喜
多

、

匹

.

し

酔

ひ
、

ヤ
.

ひ

r
}

號 登 第 巻 登 第

月 二 年 六 十 和 昭

∴

〕

ρ

「

,

『

.

.

∴
灘
、(禁
転

ぎ

蜘

創

刊

號

宋

金

貿

易

に

於

け

る

茶

銭

及

び

絹

に

つ

い

て

:

中

國

金

融

の

特

殊

性

…

…

・・…

:
…

…

・・…

…

:

支

那

農

村

の

包

税

制

度

に

就

い

て

・-
…

…

…

:

現

代

支

那

社

倉

論

:
・
…

…

:
:
:
・
…

…

…

:
:

支

那

に
於

卯

指
米

の
流

溢

機

構

と
其

の
流

滝

費

用

愚

蒙

D

窒

導

日
勤
旦

;
..
..:
:
:
「
.:
:
・
.:
:

聖
王
4≠

`

差

訪
9
F
死
黄

...

..

頓

用

制

の

進

展

・…

…

…

…

…

…

:
・…

:

東

亜

食

糧

問

題

と

食

糧

慣

習

…

…

…

…

…

・

買

辧

制

度

・・:
…

…

…

…

-
…

:
:
:
;

支

那

に

於

け

る

教

會

の

肚

會

性

-
…

・
…

:
:
…

-

支

那

紡

績

業

に

於

け

る

勢

勧

請

負

制

度
.
・
…

・…

中

國

に

於

け

る
聯

合

準

備

制

度

に

つ

い

て

-
:
:

佛

領

印

度

支

那

の

財

政

・…

…

…

…

…

:
∴
・
…

…

東

亜

震

域

経

済

の

貿

易

政

策

…

・…

・:
…

…

・;
・・ :

・・
文

學

博

士

加

藤

敏
糸

・
…

紅
濟
學
博
士

小

島

昌

太

郎

・
…

綴
濟
學
博
士

八

木

芳

之

助

・
…

・:
文

學

士

小

竹

文

夫

・:
.:
縄
碑
學

士

天

野

元

之

助

:
:
:
.
竪
琴
.層

」-]
塵

屯貝

磨
㌧

曲
出

芽
汚
濯

=

堺

禾

3

、左

…

:
;
経
済
學

士

徳

永

清

行

:
…

:

経
済
學

士

大

上

末

廣

・・

。
経
済
學
士

鈴

木

総

一

郎

…

縄
濟
學
士

澤

崎

堅

造

・…

濟
濟
學
士

岡

部

利

、
莇

■

…

…

経
憐
學
士

能
…

本

吉

-
郎

=
…

讐

學
士

島

魂

融

…

経
済
學
博
士

谷

口

吉

彦

■

更 麟 閣 斐 有 璋 書
」

遍



領

用

制

の

進

展

.

紙

幣

問

題

の

所

在

徳

水

清

行

民
国

二
十
四
年

(
一
九
三
五
年
)
の
新
幣
制
改
革
断
行
前

に
あ
っ
て
は
、

支
那
紙
幣

の
流
通
が
繁
雑
を
極
め
し
は
言
を
俟
た
な

い
所

響
あ
る
。
極
め

て
概
書
し
て
見
て
も

所
謂
中
央
獲
雰
銀
行

と
も
構
す
べ
音
政
府
系
銀
行
の
猛
行
舞
が
あ
り
、衝
立
銀
鍍
行
號
其
他
告

改
蒔
幾
彌

D
痩
骨
緊
が
あ
り
、
特
種
銀
行
D
獲
行
雰
が
あ
り
、
私
立
銀
行

の
褒
行
雰
が
あ
り
.
中
外
合
辮
銀
行
の
嚢
行
雰
が
あ
り
、

在

支
外
國
銀
行

の
獲
行
寡
が
あ
り
、
更
に
鐘
荘
、
商
號
、

工
廠

或
は
其
他
の
非
金
融
組
織
か
ら
獲
行
さ
れ
た
私
票
も
相
當
廣
く
流
通

し
た
も
の
で
あ
る
。
然
も
そ
れ
等

に
は
銀

元
票
あ
り
、

銀
爾
票
あ
り
、
小
津
票
あ
り
、
銅
元
票
あ
り
、
制
鏡

菓
あ
り

の
状
態
で
,

い

は
ぼ
五
花
入
門

の
観
を

呈
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
等
雑
然
た
る
紙
幣

の
流
通
は
必
然
、
時
間
的
に
地
域
的
に
制
約
を
被
り
、
屡

々

流
通

の
圓
冊
を
訣

い
だ
も

の
で
あ
る
。
例

へ
ば
地
域
的

に
い

へ
ば
、

一
地
域
よ
り
出

で
た
る
紙
幣
は
、
た
と
ひ
流
通
が
許
さ
れ
た
と

し

て
も
、

.
そ
れ
は
往

々
貼
水
即
ち
割
増
を
伴

っ
た
も

の
で
あ
り
,
貼
水
も
甚
し
き

に
至
れ

ば
當
然
流
通
上
の
支
障
と
な
ら
ざ
る
を
得

な

か
つ
忽
.。

こ
の
簡
略
な
叙
述
か
ら
し
て
も
支
那

の
紙
幣
問
題

の
解
決
に
は
錯
綜
複
雑

せ
る
も
の
が
あ
り
、
容
易
な
る
も

の
で
は
な

領

用

制

の

進

展

.

第

一
春

一
四

一

第

一
號

一
四

}
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領

用

制

の

進

展

.

第

一
巷

一
四
二

第

一
號

一
四
二

か

つ
た
こ
と
が
察
知
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、
軍

一
護
符
制

を
標
榜
し
て
所
謂
中
央
銀
行
よ
り
稜
行
ず
る
兌
換
券
を
以

て
せ
ん
と
す
る
統
鯖
策

は
.
清
華
よ
り
企
劃
さ
れ
た
所

の

も

の
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
黄
敷
を
牧
め
得
ざ
る
ま

L
に
民
國
革
命
に
遭
遇
し
た
。

民
国
成
立
以
降
に
お
い
て
も
紙
幣
取
締

の
企
圓

は
に
れ
を
知
る
こ
と
が
出
來

る
が
,
分
散
獲
荷
捌
を
矯
め
る
に
極
め
て
乏
し
き
も
の
麿
あ
ヴ
.
若
干
の
曲
折
を
経
た
る
も
結
局
紙
幣

統

一
の
目
的
は
果
さ
れ
ざ
る
ま

」
に
、
支
那
の
銀
行
雰
獲
行
は
多
数
蟹
行
制

の
ま

」
に
時
衆
さ
れ
た
。

爾
後
、
中
央
眼
行
D
戎
立
ま

そ

の
畿
行
券
に
全
國
統

一
獲
行
制
の
建
前
を
採

っ
た
も

の
で
あ
る
が
.
他
面
稜
募
銀
行
は
未
だ
併
立
せ
し
も

の
で
あ

っ
た
。
政
府
系

.

銀
行
護
符
券
と
併
行
し

て
省
政
府
機
關
稜
行
雰
あ
り
.
特
種
銀
行
嚢
行
募
あ
り
、
私
立
銀
行
獲
行
募
あ
り
、
こ
れ
等
を

一
括

し
て
支

那
側
獲
行

雰
と
す
れ
ば
、
他
面
こ
れ

に
封
し
て
在
支
外
國
銀
行
襲
行
券
を
擧
げ
得
べ
く
、
以
上
を
銀
行

の
獲
行
雰
と
せ
ぱ
、

こ
れ

に

射

し
て
私
票
と
レ

て
の
稜
行
券
が
存
在
す

る
状
態

で
あ
っ
た
。
紙
幣
問
題
の
所
在
を
明
確
な
ら
し
む
る
た
め

一
慮
こ
れ
が
實
献
を
探

っ
て
見
る
。

私
票
は
所
謂
私
人
獲
行
界

で
あ
り
、
陳
豫
那
鞍
湖
川
緩
察
即
ち
陳
西
、
河
南
、
湖
北
、
江
西
.
湖
南
、
四
川
、
縷
遠
.
察
恰
爾

の

各

省

に

盛
行
し
た

ど
い
は
れ
る
が
、

其
他
各
省

に
し

て
私
票
の

存
在
を
見
ざ
り
し
も

の
は

殆
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
ぴ
得
る
で
あ
ら

う
。
就
中
、

江
西
の
宜
春
縣

の
如
き
八
十
鯨
商
家

の
焚
行
私
票
が
あ
り
、
漸

江
の
唾
縣

の
如
き
は
竹
籤
を
以
て
代
鑓

せ
る
特
種
の
私

票
が
あ
り
、

江
蘇

の
徐
州
、
廣
東

の
汕
頭

の
如
き
私
票
盛
行
し
て
著
名
で
あ

っ
た
と
い
ふ
σ
私
票
は
例

へ
ば
普
通
商
舖

の
装
出
し
、

現
款

即
ち
現
金
に
代
り

て
使
用
さ
れ

る
如
き
も

の
」
謂
ひ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
各
種
の
公
司
、

工
廠
、
商
號
、
商
會
,
鏡
荘
其
他
の

公

私
團
燈
の
獲
行
ず
る
も

の
を
包
括
し
、
そ
の
流
通
せ
る
も
の
㌧
種
類
複
雑

に
し

て
、
小
氏
生
計
と
の
關
係
緊
密
な
る
も

の
あ
る
べ

た ものであるか ら,こ の角度か らも.支那紙幣の信用 には脆調性が伸つた わけ
であろ。

3)馬 買初,中 國之新金融政%R,P.1 .73.



き
は
想
見
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
紙
幣
整
理
乃
至
統
一
問
題
に
沿
い
て
と
の
種
私
要
は
必
や
取
締
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る

古宝

一
設
を
以
て
す
れ
ば
「
私
票
僅
震
私
人
牟
利
之
具
」
で
あ
り
、
従
て
地
方
政
府
の
法
令
一
片
を
以
て
と
れ
が
行
使
の
絶
跡
を
期

し
待
べ
し
と
し
て
陳
西
、

江
西
の
金
融
整
理
を
例
示
し
、
省
政
府
の
取
締
に
し
て
公
怖
排
法
の
巌
勘
執
行
に
よ
る
款
呆
を
期
す
も
の

が
あ
る
。

と
の
見
方
は
私
票
の
流
鮮
の
如
き
は
い
は
ば
癖
亦
之
疾
で
あ
っ
て
、
腹
心
之
患
な
ら
や
止
し
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
取
締

の
貰
施
さ
る
L

に
お
い
て
果
し
て
飴
弊
を
費
生
す
る
と
と
左
き
か
を
一
芳
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
卸
ち
基
礎
健
全
な
る
も
の
は
逼

令
牧
聞
の
能
力
あ
れ
ど
も
、
信
用
不
健
全
た
る
も
の
は
或
乗
機
掠
澗
汚
、
捲
款
潜
逃
‘
或
自
由
宣
告
破
産
の
虞
あ
り
、

取
締
賓
施
上
周
到
に
し
て
流
弊
た
か
ら
し
む
を
要
望
さ
れ
る
所
で
あ
っ
た
。

か
く
て
は
小

民
の
被
害
少
し
と
せ
守
、

在
支
外
岡
銀
行
に
し
て
支
那
政
府
の
允
許
を
経
ざ
る
ま
L

に
支
那
に
あ
っ
て
紙
幣
を
護
行
し
た
も
の
が
あ
る
が
、

乙
れ
は
支
那
人

側
陀
信
用
を
補
間
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
稜
行
伺
酬
は
融
用
具
せ
し
む
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
が
、

5
 

し
紙
幣
は
E
多
た
ち
ざ
り
し
を
次
め
ず
品
位
聞
に
丸
る
。

支
那
市
置
に
流
通
ぜ

悌
園
系
の
東
方
陸
理
銀
行
(
回
目
』
E
ι
o
F
g
e
h
r
E
O
)
は
帯
血
行
朱
多
額
に
上
り
し
と
雄
も
、

そ
の
大
部
分
は
悌
領
の
安
南
地
域

の
流
通
に
か
L
り
、
一
部
が
支
那
に
流
通
し
た
が
、
そ
れ
も
悌
領
に
接
擦
の
雲
南
、
庚
西
等
に
流
通
し
た
も
の
で
あ
る
。

又
英
園
系
の

国
国
盟
銀
行

2
3要
。
口
問
問
ロ
品
目
『
富
岡
吉
岡
田
z
r
Z四
円

O
G
Z
E
Eロ
)
、
本
合
加
利
銀
行
{
の
E
2
0
2島田
g
r
o片岡ロ色
P
E
ω
E
-
E
m
E
E
E
S

及
び
有
利
銀
行
(
宮
司
自
民
己
防
回
目

rozzz)
の
三
銀
行
は
香
港
に
註
冊
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
英
園
海
外
資
金
の
先
遣
隊
と
も
い

ふ
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
褒
行
鼻
持
の
大
多
数
は
香
港
、
南
洋
等
の
地
域
で
あ
っ
て
一
部
が
租
界
内
に
流
通
し
た
。

日
本
一
糸
銀
行
の
中
で
は

在
金
銀
行
、
朝
鮮
銀
行
、
蓋
潤
銀
行
が
支
郊
に
あ
っ
て
銀
行
繁
を
議
行
し
て
ぬ
た
が
、

そ
の
大
部
分
は
警
東
三
省
に
流
通
せ
し
も
の
で

領

用

制

の

準

展

第

披

四

第
一
巻

p"q 

「一一一

前掲，中岡之新金融政策. P.174 .. 
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領

用

制

の

進

展

、

第

一
巷

一
四
四

第

一
號

一
四
四

あ

っ
た
。

其

他
白

耳
義
系

の
華

北
銀

行

㊧
雪

胃

qd
皿
σq
①
も
。
弄

い
、国
拝
撃

αq
¢
こ
、
.米
国

系

の
花
旗

銀
行

(2
p
蝕δ
コ
巴

Ω
な

切
・鼻

9

客
。首

尾
o
.δ
、

大
通

銀
行

(∩
げ
β,
.①
ロd
・,
昊

)、
或

は
猫

乙
系

の
徳
華

銀
行

(O
①
耳
ω。
げ
》

。・陣潜
ユ
ω島

。
bd
"
昌
犀
)
な
ど

も

銀
行

券

を
稜

行

し

て
み
た

が

.

そ

の
獲
行

額

は

比
較

的
少

な
か

っ
た

。

こ
れ
等

外
籍

銀

行

の
畿

行

券
は

カ

ン
の
調
査

に

よ
れ

ば

民
國

二
十

二
年
末

の
統
計

で
は

上
海
に
薄

る
流
通
は
三
品

+
萬
元
、
中
国
銀
行
の
調
査
に
よ
れ
ば
民
国
二
+
三
年
六
月
黍

に
跨

る
外
國
楼

は
再

…+
蝕

萬

元
に
過
ぎ
す
と
爾
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も

の
で
あ
る
。
邊
境
の
省
域
乃
至
外
國
人
勢
力
侍
大
D
少
数

亜
或
序
ま
充
通
を
成
♪

レ
セ

乱

　
ロ

　

イ
　　コ
　
　

コ

ノ

ノ
　

ロぎ

りコ

ロと

ノ

コ
　

フ

も

の
で
あ
り
、
外
國
租
界
内
に
あ
っ
て
も
外
國
軽

暴

力
が
殊
優

勢
を
籍

し
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
・
と
れ
が
原
因
は
嘉

伽

側
銀
寡

の
養

に
　

外
素

行
霧

行
露

禦

減
・
…

の
・
・
は
れ
・
の
で
・
つ
・
・
外
羅

寡

の
流
通
は
自
然
減

澱

少
に
至
・
べ
く
、
不
饗

の
ま
毒

決
す
べ
し
・
し
て
・
れ
を
蒙

る
に
足
ら
す
と
の
見
禦

暫

出
て
み
た
・

梛

籠
織
謹
製
縮
灘
饗
臓舜
鬢
髪
鶴
簿
踊
獅載
蕪

聡
棚
縦
鰹

そ
の
中
、
省
政
府
等
の
薯

券
に
つ
い
て
は
省
市
立
金
融
機
關
暴

行
が
あ
り
、
爵

政
廃
直
接
の
薯

が
あ
り
、
官
銭
局
の
獲

昌

'
5
之
金
c

行

が

あ
り
、

と
の
種

の
蛮
行

雰

は
甚

だ

多
か

っ
た

。

河
北

、
山

西
、

河
南
、

山
東
、

陳

西
、
漸

江
.

幅
建

、

廣
東

、
廣

西
.
湖

北
、

編

躍

江
西
、
四
川
、
幕

,
察
鵠

、
緩
速
等
の
省
。
し
て
,
・
れ
奉

行
鍾

　

の
・
見
な
い
と
・
は
れ
・
.
然
も
往
直

し
・
沈

溺
楓
臨

45
前
前
K

弊

甚

し
き
も
の
が
あ
り
、
山
西
省

の
晋
砂

の
整
理
、
或
は
雲
南
富
演

の
蕾
砂
の
整

理
等
が
代
表
的
に
擧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ

の

等

省
市
機
關

の
獲
行
券
は
或
は
所
謂
官
鑓
局
よ
り
襲
行
さ
れ
、
そ

の
獲
行
券
の
多
寡
は
地
方
財
政
と
の
關
係
密
接
な
る
も

の
あ
る
に



ぎ

・
れ
が
取
締
乃
至
解
決
に
當

っ
て
も
徹
底
を
期
し
が
た
き
も
の
あ
り
し
働
・

一
面
そ
の
流
通
幾

の
有
限
な
る
に
よ
り
そ

の
波

及
範

園
も
限

局

さ
れ
、

小

に
し

て
は
則

ち

一
帯
数
市

、

大

に
し

て
も

一
省

敏
省

を
出

で
す

、
全

局
を
牽

動

ず

る
も

の
に
非
ず

と
し
、

癬

癖

之
疾
甚

し

と
錐
も
手

足
之
病

に

と

里
ま

る

と
し

た
見
解

も

あ

っ
た
。

こ

」
に
紙

幣

流

通

の
賞

状

か
ら
見

る

に
、

比
較

的

僻

陬

の
城
鎭

に

は
私
票

の
行
使

が
普

遍
し

,
内

地
都

邑

に
て
は
支

那
側
銀
行

券

の
外

に

は
地
方

政
府
紙

幣

が
勢

力
を

占
め
、

通
商
大

埠

で
は

支
那
側

銀
行

券

の
外

に
は
外
国

側

銀
行

券
が

流

通
し

た
も

の

と
見

る

を

大
謄

の
勝
勢

と
し
た
も

の

で
あ

っ
た
。

か
く

て
紙
幣

整

理
乃

至
取
締

の
蜀

象

と
し

て
重
要

覗
さ

れ

る
も

の
を

抽
出

せ
ぱ
、
支

那
側
特

種
銀

行

の
獲

打

算
乃

至
支

那
側
私

立
銀

行

の
獲

行

券

と
な

る

の
で
あ

っ
た

。
而

し

て
こ

の
支
那
側

銀

行

の
獲

行
雰

が
如

何

に
し

て
統

一
さ
れ
得

る

か
,
整

理

さ
れ
得

る
か

穿
紙
幣

問
題

の
核

心
を

な
す

も

の
と

さ
れ
た

わ
け

で

あ
る

。

支

那
側

の
稜

舞

銀
行
は

画
家

銀
行

た

る
中
央
銀

行

覆
除

き

て
、

中
國
銀

行
、

焚

通
銀
行

の
如

き
特

種
銀

行

が

あ
り
、
更

に
中

国

箆

黙
泉

　丁
℃

事
鶉

匝
衡

裏

[丁
.
㌍
罰

塾
嚢

恨
一丁
、

#
郵

由藁
二
艮

了
、

折

工
且
、韓

艮

了
、

四
月

打
違

艮
一丁
,

蛇

よ
自
首

艮

一丁
、

鐘
違

戻

一.、ρ.{
ノー

ー
:

・コ
・r
ヨ
Z4

ー
ー

、象
.冒、曽一コ蒙
イ

「
匡

E輩
幽
　壼
そ

諸

～
日』ノの」一丁
韮
そ

口

[日
雇
・「-
一
フ垂

そ

一F弓と

F
一日,金
41

臣
調凸
一ヲ金

行
、

金
城
銀

行
、
.大

陸
銀

行

の
組

成

せ
し

上
海

四
行

準
備

庫

の
如

き
が
代

表
的

の
も

の
で
あ

っ
た
。
支

那

側

銀
行

券
は
統

一
に
は

至

ら

ざ
り

し
も

,

そ

の
流

通

は
次
第

に
増

大
し
、

上
述

大

別

せ
し
紙

幣

中
極

め

て
重
要
な

る
地
位
を

占

め
て

み

た

の
で
あ

る
。

二

紙
幣
籏
充
策
と
し
て
の
頓
用
制

領
用
制
は
後
瀬

の
如
く
無
集
中
の
集
中
な
る
機
能
を
有
す
る
が
、
そ
の
反
面
に
は
紙
幣
推
行
の

一
方
法
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
紙

幣

の
准
行

の

一
方
策

と
し
て
は
、

一
面
消
極
的

に
他
行
の
護
符
を
限
制
す

る
が
、
反
面
に
積
極
的

に
自
行

の
稜
行
雰
を
推
慶
す
る
と

領

月

割

の

進

展

第

一
巻

一
四
五

第

一
號

一
四
五

7)前 掲,中 国 之 新 金 融 政 策,P.コIB5.・.



、

領

用

制

の

進
日
展

第

「
巻

一
四
六

第

一
號

一
四
六

と
瓦
な
る
。
從
て
そ

の
稜
行
券

の
入
替
作
用
は

こ
れ
が
運
瞥

の
目
的
如
何
に
よ
り
輩
な
る
自
行
登
行
雰
握
太
よ
り

一
歩
を
前
進
し
て

統

一
獲
行
の
豫
備
を
な
す
も
の
と
も
な
り
得
る

の
で
あ
る
。

こ
の
仕
組
は
民
國
四
五
年
頃
よ
り
獲
生
し
た
る
も

の
、
如
く
馬
衣

の
紙

幣
鑛
充
の

一
方
策
の
中
に
と
れ
が
生
成
を
見
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。

支
那
に
お
け
る
銀
行
舞

の
獲
.行
は
取
締
看
た
る
政
府
に
お
い
て
も
.
被
取
締
者
た
る
蛮
舞
銀
行
側

に
お
い
て
も

こ
れ
が
連
管
上
獲

取
し
得
べ
か
ウ
し
利
益
を
邉
来
す

る
所

と
な
つ
距
た
め
、
當
然
そ
れ
は
肚
會

の
實
需
と
均
衡
を
得
疲
も
砂
と
は
な
り
難
く
.
殊

に
醗
.

券
銀
行
間
の
競
争
に
は
日
新
月
異

の
も

の
が
探
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

銀
行
券
流
通
振
充
の
方
策
と
し

て
は
、(
一
)
大
商
業
公
司
と
聯
絡
し
て
の
推
行
方
法
が
あ
り
、
(
二
)
特
産
出
廻
期

の
准
行
方
法
が

あ
り
、
(
三
)
聯
行
代
理
兌
換
乃
至
奥
地
銭
荘
代
理
兌
換
に
よ
る
推
衍
方
法
が
あ
り
、
(
四
)
爲
替
手
籔
料
琵
除
、
準
備
集
中
に
よ
る
推

め

行
方
法
が
あ
り
、
(
五
)
軍
隊
鐵
路
と
聯
絡
し
て
の
推
行
方
法
が
あ
り
、
更
に

(
六
)
銀
行
、
鐘
班
、典
當
(
瓦
屋
)
等
と
領
雰
訂
立
に
よ

の

る
推
行
方
法
が
擧
げ
ら
れ

て
る
る
。
就
中
銀
行
、
銭
荘
、
典
當

の
領
用
は
次
の
如
き
方
法

に
お
い
て
行
は
れ
π
も
の
」
如
く

で
あ
る
。

(
イ
)

遅
期
交
現
換
損

鈔
票
之
辮
法

退
潮
現
金
交
付
に
よ
る
領
用
方
怯

は
、
獲
珠
銀
行
が
領
用
銀
行
乃
至
鋒
蕪
、
典
當
側
よ
り

逞
期
実
現
を
受
入
れ
る
か
、
或
は
遅
期
本
票

(
銀
行
蟹
行
手
形
)
荘
票

(
銭
荘
蛮
行
手
形
)
を
以
て
準
備

と
し
獲
行
雰
を
領
用
せ
し
め
る

方
法

で
あ
る
。

(
ロ
)

現
洋
換
領
砂
舞
辮
法

現
金
納
入
に
よ
る
頓
用
方
法
は
天
津
に
お
い
て
行
は
れ
た
る
も
の
」
如
く
、
そ
れ
は
震
歩
行

に
領

.

用
者
側
か
ら
即
ち

一
覧
梯
手
形
或
は
毎

日
現
金
を
選
り
、

並
に
受
入
雑
纂
を
稜
宗
行

に
逡
交
し
て
往
來
存
款
即
ち
常
座
預
金
と
し
て

と
の
.場
合
は
天
津
舞
を
頓
用
せ
し
方
法
を
い
ふ
。

8)鋸 鎌 醗 馨 蹴 舞 欝 鴇 驚 き磨 へ肪 砂馳 以・す・・…

9) 馬 寅 初,中 華 銀 行 論PP.267～274.



(
ハ
)

、放
肘
砂
券
之
辮
法

貸
付
に
よ
る
領

用
方
法

で
あ
る
が
、

と
の
種
債
券
辮
法
が
放
歌
即
ち
貸
付

の
性
質

を
含
有
す
る
に
よ

り
こ
の
名
繕
を
持
つ
。

こ
の
辮
法
は
地
に
よ
り
異
る
も

の
」
如
く
で
あ
る
。

一
は
鈔
票
推
行

に
奥
地
各
縣
の
典
當

を
利
用
す
る
方
浬

で
あ
り
、
郷
民
の
典
當
を
最
高
信
用
槻
關

と
す
る
を
籍

り
て
當
該
典
當

に

『
本
真
封
於
某
某
銀
行
鈔
票
當
嫡
與
現
洋

一
律
通
肘
』

の

告
示
を
な
・
し
め
紗
警

現
金
を

一
建

鯖

す
・
の
風
蓼

開
ミ

以
て
繋

羅

行
せ
ん
と
す
る
方
法
で
あ
鍋

他
綾

羅

行
が
　段
歩
銀
行

に
向

っ
て
取
引

口
座

(
独
旅
戸
)
を
開
く
方
法
で
あ
っ
て
、
.新
訂
の
数
額
以
内
は
無
利
息

と
し
、
超
過
額
に
利
息

計
算

と
し
、
超
過
額

の
随
時
受
入
を
な
す
も

の
と
し
,
而
し

て
領
雰
行
受
入
の
外
囲
銀
行
鈔
票
は
獲
雰
行

に
逡
存

し
、

こ
れ

に
は
利
息
付

と
し
た
る
も

の
で
、

一
種

の
貸
付
性
質
を
含
み
た
る
領
雰
方
法
で
あ
り
.
天
津
某
銀
行
に
採
用
さ
れ
た
る
も

の
曳
如
く

で
あ
る
。

(
こ

流
通
轍
給
息
之
緋

法

流
通
数
額

に
磨
じ
て
月
息
を
給
付
す
る
方
法
で
、
浙

江
省
鑓
塘
江
.上
流
で
上
海
鈔
票
頓

用
に
つ
い

岳

麓

た
も
濃

あ
る
。
鏑
荘
.
當
商
及
牧
讐

號
の
如
県

上
海
繋

を
駕

す
る
に
先
づ
現
婁

納
付
し
.
上
海
蒙

銀
行

の
頻
出
貿
よ
り
淦
留

に
雁

じ
て
上
海
雰

の
畿
絵
を
受
け
し
方
法
で
あ
る
。
券
面
に
記
號
を
記
載
し
、
そ
の
襲
行
額

と
牧
同
額
よ
り
流

通
敏
を
算
出
し
、
該
戸

の
當
月
分
不
均
流
通
撒

に
饗
し
月
息
を
付
し

て
鈔
票
推
行

の
奨
働
法
と
し
た
る
も

の
で
あ
グ
、
流
通
歎

大
な

舵
ば
息
金
多
く
な
る
仕
組
で
あ
る
。

.

.バ
ボ
)

用
商
業
匪

要
領
舞
之
辮
法

商
業
手
形
を
以
て
慣
用
の
準
備

と
す
る
方
法
で
あ
る
。
天
津
大
銀
行
と
天
津
銀
號

の
取
引
勘

.

定
を
有
す
る
も

の
老
の
間
に
て
行
は
れ
た
る
方
法
に
し
て
、
そ
れ
は
上
海
、
漢

口
の
大
銀
行

の
辮

法
を
参
照
し
た
る
も

の
と
い
ふ
。

騰
暦
灘
絢

に
滋
い
て
準
備
規
定
は
現
金
六
割
、

公
債
四
割
と
す
る
が
、
若

し
公
債
不
足

の
場
合

に
天
津
の
商
務
魑
域
な
る
に
徴

し
、
.

便
宜
上
の
取
扱
乏
し
で
確
實
な
る
商
業
手
形
を
以
て
す
る
若

干
補
充
其
他
若
干
の
措
置
を
許
し
た
る
わ
け

で
あ
る
。

驚

募

麓

.

.

篁

磐

西

七

笙

號

西

七

典當は若干家が聯理摺保をなし.'i=連帯賠償の責 に任す る場合 もある。典當の10)、領
用についτの合同即 ち.契約.書に規 定 され る所 に從 ム(馬 寅初,中 華銀行論

P.277.)o
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頓

用

制

の

進

展

第

一
巻

一
四
八

第

一
號

一
四
八

(
へ
)

用
現
金
與
道
契
領
雰
之
辮

法

現
金
並
に
地
券
を
以
て
保
誼

と
な
す
領
用
方
法
で
あ
る
。
上
海

の
畿
行
銀
行
に
向

っ
て
上

海

の
鑓
荘

が
領
用
を
求
む
る
に
荘
票

の
強
化

と
し
て
各
蕪
領
斧
辮
法
を

一
律

に
現
金
納
入
及
保
護
準
備
に
改
訂
し
た
る
も
の
で
あ
る

が
、

其
の
猷
額
を
荘
票
を
以
て
補
足
す
る
を
得
る
と
し
た
。

然
る
に
上
海
中
國
銀
行

の
制
定

せ
る

準
備
金
は

現
金
六
割
、

公
債
票

(
照
市
便
折
實
)
三
割
、
　批
票

一
割
は
鐘
　壮
筋

の
採
算
上
よ
り

の
要
求
出
で
、

上
海
の
房
産
道
契
を

以

て
す
る
緩
和
規
定
が
契
約
上
に

入
れ
も
れ
陀

の
で
あ
る
。
但
し
携
産
道
契
は
中
国
銀
行

の
認
可
を
経
る
こ
と
』
並
に
評
便

に
照
レ
て
七
割
計
上

の
こ
と
の
二

つ
の
制

限
が
加
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

.

こ
れ
等
各
様

の
装
生
事
情
を
獲
歩
行
が
そ
の
対

象
と
す
る
領
用
者

に
つ
い
て
な
せ
ば
、
左

の
如
く
類
別
す
る

こ
と
が
出
来

る
。

①
.
・銀

行

領

用

こ
の
種
領
用
制
は
民
国
初
年

,
上
海
に
中
国
銀
行
が
設
け
ら
れ

て
以
降

の
特
殊
制
度

に
し
て
、
民
國
四
年
、
中
国
銀
行
と
漸
江
興
業

銀
行

と
の
間
に
領
券
契
約
が
訂
立
さ
れ
た
る
が
元
来
領
用
制
度

の
濫
觴

と
傳
え
ら
る
。
銀
行
領
用
と
は
凡
そ
銀
行
が
地
銀
行
所
獲
の

兌
換
券
を
領
崩
す
る
場
合

で
あ
っ
て
、
.即
ち
頓
用
行
は
獲
雰
行
の
兌
換
券
を
代
理
焚
行
ず
る
に
お
い
て
領
用
制

の
仕
組

と
な
る
。
銀

行
間

の
領
用
は
い
は

壁
親
銀
行
乃
至
大
銀
行
の
獲
行
寡
を
子
銀
行
乃
至
群
小
銀
行
に
て
引
受
襲
行
乃
至
代
理
稜
行
ず
る
場
合

に
成
立

つ
の
で
あ
り
、
銀
行
會
計
上
、
管
業
障
存
表
に
本
行
暗
記
寡
或

は
日
計
表

に
領
用
兌
換
券
、頻
用
兌
換
券
準
備
金
等

の
項
目
を
以
て
庭

理
せ
ら
れ

て
る
る
。
而
し

て
中
国
銀
行
の
領
用
獲
行
に
あ

っ
て
は
同
行

の
支
店
も
上
海
中
国
銀
行
の
銀
行
券
を
頓
用
し

て
み
る
が
、

ロ

こ
れ
中
国
銀
行
に
あ

っ
て
は
本

支
店
は
内
容

に
お
い
て
猫
立
せ
る
た
め
か

」
る
聯
行
頓
用
を
生
す
る
の
で
あ
る
。

②

・
鑓

、
業

領

用

。

'

11)前 掲,中 華 銀 行 論,PP.274～282.

12)朝 鮮 銀 行 調 査 課.支 那 新 式 銀 行 の 現 勢,PP.17～1∈L



上
述

の
現
金
並
に
地
無
を
以
て
準
備
と
す
る
領
用
方
法
に
つ
い
て
上
海
中
国
銀
行
と
上
海
各
鈍
荘
と
の
頓
用
契
約

に
鰯
れ
た
が
、
.

と
れ
即
ち
鏡
荘
を
対
象

と
す

る
頓
用
制

の
代
表
的

の
も

の
で
あ
る
。

右

の
生
成
は
鐘
荘

の
頓
用
制
採
用

の
焚
足
と
稽
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
民
国
十
三
年
に
至
っ
て
即
ち
上
海

の
鐘
荘
十
四
家
が
中
国

銀

行
と
領
用
契
約
を
締
結
し
た
も

の
で
あ

る
。
中
国
銀
行
券
の
領
用

は
從
前

は
新
式
銀
行
.に
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
鑓
荘

に
射

し
て
は
領
用
辨
法
は
無
か

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
が
、
民
國
十
二
年
十

一
月
.
上
海
に
銀
廟
銀
圓
恐
慌
が
獲
生
し
、
當
時
上
海
の
各
鑓

荘
は
銀
行
舞

の
領
用
を
交
渉
す
る
こ
と
」
な

っ
た
が
果
さ
す
、
翌
十
三
年
春
に
到

っ
て
鍾
荘
再
び
聯
合
要
求
し
て
歎
美

の
磋
商
を
経

て
銭
荘
自
閉

の
條
件
を
中
国
銀
行
の
同
意
を
経

て
、
領
用
鈔
票
合
同
を
同
年
四
月
に
締
結
す
る
こ
と
玉
な

っ
た
。
こ
の
鈍
荘
の
中
國

銀
行
券
の
領
用
は
総
額
五
十
萬
元
を
以
て
限
度
と
な
す

あ
り
、
総
額

二
十
五
萬
元
を
以
て
限
度

と
な
す
あ
り
.

こ
の
領
用
総
額
限
度

以
内
に
在

っ
て
.
随
時
由
.國
銀
行
に
向

っ
て
上
海
地
名

の
元
元
舞
及
十
元
舞
を
陸
続
領
用
す
る
こ
と
」
し
、
各
該
荘

が
中
國
銀
行

に

向

っ
て
鈔
票
を
領
崩
す
る
原
領
外
に
、
若

し
各
該
荘

の
用
に
不
敷
あ
ら
ば
、
各
該
荘
は
原
契
約

に
依
照
レ
て
再
び
申
國
銀
行

に
向

つ

で
鈔
票

の
績
領
を
商
議
す
る
こ
と
㌧
し
た
。
こ
れ
が
契
約
書

の

一
部
を
見
る
に
吹

の
如
き
も

の
で
あ
る
。

勘

上

海

各

鐘

荘

領

券

合

同

上
海
某
荘

以
下
簡
構
某
荘
)
向
上
海
中
國
銀
行
(以
下
簡
穗
中
行
)領
用
鈔
票
合
同
。

(
一
)

某
荘
得
分
批
向
中
行
領
用
上
海
地
名
五
元
十

元
鈔
票
、
以
領
足
総
額
○
萬
元
鳥
渡
。

,

〈
二
)

某
荘
領
用
鈔
票
、
慮
偏
理
金
六
成
、
整
理
案
内
中
央
政
府
公
債
票
三
成

(
須
按
時
償
折
合
.
市
債
上
落
、
随
時
増
減
)
或
上
海
房
産
道
契

(須
縄
車
行
認
可
信
偵
.
照
七
折
合
計
、
倍
債
如
有
濃
落
、
亦
可
随
時
増
減
)交
付
中
行
帰
保
護
金
.
其
大
成
現
金
、
不
計
利
息
.
某
荘
不
得
随

時
動
用
.
某
荘
井
態
自
備
現
金

一
成
、
以
補
足
此
頃
領
券
之
保
謹
金
、
劉
於
此

一
成
現
金
、
慮
由
某
荘
出
具
中
程
擡
頭
即
期
荘
票

一
紙
、
交
車
行

領

用

制

の

進

展

,

第
.
一
巻

一
四
九

第

一
號
、

}
四
九

ユ3)張 家 駿,中 華 幣 制 史,PP.140〔 ・143.

前 編,中 華 銀 行 論,PP.282～284・

,

▼



、

領

用

制

の

進

展
.

第

一
巻

一
五
〇

第

一
號

一
五
〇

保

管
、
此
頃
蕪
票
、
毎
層
陰
暦
正
月
間
、
捧
換
當
年
郎
期
海
栗
、
所
有
保
護
公
債
成
道
契
及
荘
票
、
由
某
荘
慮
具
正
式
通
知
書
、
救
明
公
債
號

礪
或
道
翼
鏡
砺
、
由
中
行
綸
子
正
式
牧
擦
、
並
縞
鯛
公
債
或
道
契
號
囑
、
所
交
荘
票
、
通
有
必
要
時
、
中
行
程
牧
現
先
作
菓
蕪
緻
納
保
鐙
金
之

一
部
分
現
.金
。

(
三
)

領
用
之
兌
換
券
.
讐
方
谷
加
暗
記
。

(
四
)

車
行
離
業
荘
頓
用
之
暗
記
界
、
可
随
時
画
集
荘
兌
換
現
金
ロ
(
以
下
省
)

、③

當

舖

頓

用

都
曾

池
銀

行

の
直

接

郷
村

に
銀
行

券
を

推
廣

せ

す
當

該

地

に
お

い
て
信

用
あ

る
當

舖

の
手
を

通
じ

て

銀
行
券

の
稜

行
増
加

が
劃

さ

Lれ
る
靭

合

が
あ
り

、

そ

の

一
端

に

つ

い
て
は

既
述

せ
し
所

で
あ

る
が
、

銀
行

と
當

静
間

の
稜

行
事
情

は

左

に
掲

出

せ
し
所

に
俟

つ
。

領
用
鈔
票
者
、
蟹
行
銀
行
給
以
相
當
之
利
盆
、
未
有
不
樂
於
領
用
者
。
最
尾
爲
銀
行
推
廣
蟹
行
之
機
関
、
其
者
内
地
當
舖
、
因
都
市
銀
行
不
能
取

信
於
郷
民
h
地
方
當
舖
、
大
都
皆
鳥
笛
地
郷
民
所
信

仰
,
試
問
當
請
所
螢
之
當
票
、
字
形
特
別
、
吾
人
且
不
能
知
其
所
以
、
況
無
知
郷
民
乎
。
而
郷

民
信
之
彌
堅
、
藏
之
彌
固
、
山颪
営
巣
之
足
以
起
其
信

仰
乎
。
要
以
當
舗
本
当
之
信
仰
足
以
招
致
之
也
。
故
銀
行
之
鈔
票
、
直
接
不
能
推
行
於
郷
村
、

但

一
経
當
舖
之
手
、
散
之
郷
間
、
未
有
不
能
取
信
於
人
者
、
此
銀
行
推
廣
蟹
行
、
所
以
毎
利
用
内
地
當
舖
、
使
其
領
用
本
行
鈔
票
、
而
給
以
相
當
報

酬
、
如
領
用
十
萬
元
老
、
銀
行
不
必
即
時
令
其
綴
付
現
数
、
只
要
其
出

一
期
票
。
定

一
月
或
若
干
日
後
遠
敷
。
此
塁
在
當
舖
、
於
此

一
個
月
或
若
干

日
内
無
異
自
用
銀
行
之
放
歌
.
不
付
利
息
、
何
樂
不
爲
。
當
舖
領
蛋
鈔
票
之
後
、
且
往
往
於
門
首
懸

一
代
免
蟹
行
鈔
票
之
牌
、
郷
人
更
知
鈔
票
可
以
.

母
川現
.
信
用
盆
固
、
事
實
上
更
不
至
請
求
免
現
、
故

鈔
票
之
流
通
、
亦
僻
目
推
而
日
廣
。

か
く

の
如
く
領

用
制

は
紙

幣

の
代

理
焚

行

の
意

味

と
な

る

の
で
あ

っ
て
、
獲

寡
銀

行
所
獲

の
兌
換
券

を
領
用
銀

行

乃
至
鋒

荘
側

に

均

で

獲
行
ず
る
に
お

い
て
成
立
す
る
。

こ
れ
が
成
立
の
條
件
と
し
て
は
領
用
銀
行
或
は
銭
荘
よ
り
準
備
物
件
と
し

て
、
例

へ
ば
現
金
六

14)前 掲,中 國 之 新 金 融 政策,PP.175ん176.

これ 銀 行 會 吉士禾斗目上 の 「領 用 兌 換 券 準 備 金:」Reservefi,:}ガ ⊂)then'Banks15)

notesIssuedThroughUsVこ して,領 用 行 が 領 用 兌 換 券 準 備 金 の 一 部 分 を領

これ に つ い て は 一 覧 締 手 形 の 如 き有 償 讃 券 脅 登 歩 行 に実 存 せ用 行 に留 存 し,



割

、
公
債
或
は
證
券
四
割

と
い
ふ
如
き

(
初
期
に
は
現
金
七
割
公
債

三
制

と
い
ふ
如
き
も

の
で
あ
っ
た
)
を
提
供
す
る

の
で
あ
る
。

が

く

て
領
屠
券
は

一
見
證
券
銀
行

の
自
行
稜
行
雰
と
同
様

で
あ
る
が
、
領
用
銀
行
乃
至
鐘
蕪
を
経
由
し

て
獲
行
さ
れ
る
に
お
い
て
は

券
面
に
記
號
が
記
載

さ
れ

「
暗
記
舞
」

と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
特
殊
護
行
制
度
は
焚
器
銀
行
が
領
用
銀
行
或
は
鋒
荘

に
自
行

の
嚢

行

槽
を

一
部
割
讃
す

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
護
行
穣
な
き
銀
行
又
は
鐘
荘
或
は
た

と
ひ
獲
行
樺
を
有
す

と
も
肚
會
的
信
用
の
低
き
銀

行

又
は
鑓
荘
が
信
用
高
き
銀
行

の
紙
幣
を
借
入
れ
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
そ
の
享
受
ザ

る
利
益
は
稜
舞
銀
行
の
特
樺
賦
與
で
あ
り
,
獲

■

塞

銀
有
と
し

て
は
自
行
と
し
て
の
正
貨
準
備
乃
至
保
護
準
備
を
要

せ
す
し
て
自
行
獲
行
雰
を
推
廣
し
得
る
に
あ
る
。

以
上
諸
種
の
領
用
生
成

の
事
情

に
徴
す
.る
に
、
領
用
制
の
機
構
は

一
種

の
貸
付
制

に
も
類
す
る
を
思
は
し
む
る
も

の
で
あ
る
。
そ

れ

は
證

券
銀
行
が
領
用
銀
行

に
獲
行
寡
を
貸
付
け
代
理
獲
行
せ
し
む
る
に
當
り
仕
組
は
形
式
に
お
い
て
大
銀
行
が
中
小
銀
行
に
そ

の

嚢

行
舞
を
貸
付
け
る
と
外
見
を
同

じ
く
す
る
和
ぎ
も
.
そ
の
貨
質
に
お
い
て
截
然
随
別
を
要
す

べ
き
も

の
が
あ
る
。
即
ち
軍
純
な

る

貸
付
制
と
し
て
な
ら
ば
饗
行
舞

に
つ
い
て
は
磯
券
銀
行
が
蛋
行
者
た
る
立
場
を
経
始
す
る
が
、
頓
用
制
に
あ

っ
て
は
撥
無
銀
行
は
そ

の
獲
行
券
の
餌
用
さ
れ
た
る
も
の
に
つ
い
て
、
即
ち
暗
記
舞
に

つ
い
て
こ
れ
が
兌
換
の
責
を
負

ふ
は
他

の
自
行
本
来

の
稜
行
朱
に
お

け
る
と
同
様

の
立
場
を
執
る
が
、
更

に
當

該
固
紋
舞
に
つ
い
て
は
頓
用
銀
行
乃
至
銭
註

の
側

に
お
い
て
も
焚
舞
銀
行

と
同
様
の
立
場

を
執

る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
稜
歩
行
が
領
用
銀
行
券
を
兌
換
し
た
る
も

の
は
領
用
者
側

に
還
付
し

て
現
金
兌
換
の
請

求

が
拙
来

る
の
で
あ
る
か
ら
、
襲
歩
銀
行
は
そ

の
頓
用
兌
換
券
に
つ
い
て
當
該
頓
用
契
約
期
間
は
兌
換
責
任

の
緩
和
と
な
り
、
頓
用
銀

の

行

は
兌
換
關
係

に
つ
き
て
は
獲
舞
銀
行
と
の
内
部
關
係
は
自
ら
襲
歩
銀
行
た
る
責
任
を
と
る
こ
と
」
な
る
か
ら
で
あ
為
¢

.
以
上
の
叙
述

に
お

い
て
領
用
制

の
生
成
を

一
膳
取
調
べ
た
の
で
あ
る
が
、

と
れ
等
は
軍
純
に
自
行
募
の
流
通
損
張
策
と
し
て
な

ら

頓

用

制

の

進

展

.

第
「一
卷

}
五

一

第

一
號

一
五

〒

16)

し め て 保 譜 とな す を 「頓 用 券 保 詫 準 備 金.」SecuritiesReservedforOther
BanksNotesIssuedThroufit'iUSと い ふ 。

日本 銀 行 調 査 局,海 外 縄 濟 箕 報,昭 和 十 二 年 六 月,P.456.

東 亜 同 文 會,支 那及 満 洲 の 通 貨 と幣 制 改革,PP..440～441.
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●

預

児

制

の

進

展

第

一
巻

一
五
二

第

一
號

一
五
二

ぱ

別

に
特
異
の
制
度
と
し
て
取
扱

ふ
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
領
用
制
を
こ
」
に
取
上
げ
た
る
は
主
と
し
て
後
顧

の
事
情

に
お
い
て

.

野
あ
る
。

嵐

登
行
券
統

一
策
と

し

て
の
領
.用

制

毫
園
茂

』ム
妾
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ご
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ゴ
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プ
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σ
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舜
ε
匪

正
月

0
系

.

幣

整

理

に
向

ρ
て
採
り

し
所

と
し

て
は

取
締

紙
幣

條

例

の
公

布

が
あ
り
、

他

面
中
国

銀
行

の
領

用
兌
換

券
制
度

が
規

定

さ
れ

る
所

が

あ

っ
た

。

民
國
四

年

十
月

二
十

日
取
締

紙
幣

條

例

が
公
布

さ
れ

,
本

條

例
施
行

後
新

設

の
銀
鍔

行
號
或

は
既
設

と
難
も

未
だ
紙
幣

を

壷

行

せ
ざ

る
も

の
は
智

嚢
行
ず

る
を
得
す

と

し

(第

二
條
)
、
本

條
例
施

行
前

既
設

の
銀
鑓

行
號

に
し

て
特

別
條

例

の
規

定

あ
り

て
紙

幣

獲
行

を
許

さ
れ

た

る
も

の
は
螢
業

年
限
満

期

に
お

い
て
全
藪

牧
回

と
し
、
特

別
條

例

の
規
定
な

き
も

の
は
増
装

を

許

さ
す

、
財

政

部

よ
り

期

限
を
定

め

て
陸
続

牧

回

の
こ
と

」
し
た
(
第
三
條
)
。
而

し

て
同

時

に
中
国

銀
行

に
筋
.令
し

て
頓

用
兌
換

券
緋

法

を
厘
訂

し
、

褒

券
各

銀

行
を
し

て
中

國
銀
行

券

を
領

弔
す

る
を

得

し
め
た

。

か
く

て
民
國

四
年
、

漸

江
興
業

銀
行
が

中
國
銀

行

と
領

寡
契

約
を

訂

ほ

立
し

て
み
る
が
、
と
れ
前
掲

の
如
く
領
券
制
度

の
濫
觴

と
構

せ
ら
れ
る
も
の
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。
中
國
銀
行
券
を
頻
用
す

る
に
は

現
金
七
割
、
公
債
三
割
を
具
備
す
べ
き
規
定
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
種
規
定
は

一
律
な
ら
す
し
て
、
漸
江
興
業
銀
行
と
申
國
銀
行
間

の

特

約
訂
立
に
お
い
て
ば
現
金
五
割
、
公
債
二
割
五
分
、
期
票
二
割

五
分

(額
面
に
照
し
て
)
と
な

っ
て
居
り
、
興
業
銀
行

の
納

入
ず
る

現
金
に
射
し
て
は
利
息
を
付
し
、
そ

の
兌
換
券
総
額
は
三
百
萬
元
、
特
約
有
数
期
間
は
四
十
二
年
と
な

っ
て
み
た
も

の
」
如
く
で
あ

る

。
其
後
、
民
國
四
年

の
漸
江
實
行
銀
行
、
民
国
六
年

の
中
孚
銀
行
と
中
国
銀
行
間

の
領
用
契
約

に
も

右
と
同
様

の
締
約
が
な
さ
れ

17)
18)
19)

東亜同文書院,現 代支那講座,第 三講,PP.199～201.
民 国九年六 月二十七 日修正取締紙幣條例公布 さる。
謙盆,論 領券制度,上 海畿業月報第九雀,第 五號。
前掲,中 華僧:制史,PP.138～139。
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r

て
,
爾
来
、
各
銀
行

の
中
国
銀
行
兌
換
券
頓
用
が
漸
次
増
加
し
、
民
國
十
三
年
に
は
上
海
σ
鑓
荘
十
四
家
が
中
國
銀
行
と
領
用
契
約.

を̀
締
結
す
る
こ
と

」
な

っ
た
。
こ
れ
が
饅
荘
の
領
用
制

の
獲

足
と
櫓
せ
ら
れ
る
は
既
述
せ
し
所
で
あ
る
。

..
れ
舌

先
、民
国
八
年
に
は
政
府
は
銀
行
公
庫
兌
換
篠

例
を
制
定
し
、所
謂
統

数

行
に
資
せ
ん
と
し
砦

も
舞

せ
ざ

る
⇒
象

に
鬱

し
・

民
国
十

二
年
、
幣
制
局
は
公
庫
組
織
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
目
的
は
多
籔
蟹
行
制
よ
り
軍

一
蟹
行
制

へ
到
達
す
る
の
過
渡
的
斑
法
な

ら

し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
公
庫
制
は
そ
の
ま
ま

に
は
實
現
せ
ず
攣
形
さ
れ
て
聯
合
蟹
行
準
備
庫

と
し
て
出
現
し
た
。

聯
合
準
備
薯

と
し
て
民
國
+

牽

九
月
、
中
南
、
肇

、
金
城
、
大
陸
四
行
の
欝

す
る
四
墓

備
票

あ
り
、
大

年
斉

蚕

東
三
省
に

お
け
る
東
三
省
官
銀
鏡
號
、

邊
業
銀
行
、

中
国
、

交

通
銀
行
の
奉
天
分
行
の
採
用
せ
る
遼
寧
四
行
號
聯
合
準
備
庫
が
あ
り
、

前
者
は
現
金
準
備

六

割
.
保
讃
準
備
四
割
を
以
て
中
南
銀
行
券
を
蟹
行
し
、
後
者
は
現
金
準
備
七
割
、
保
諮
準
備
三
割
を
以
て
し
、
邊
業
銀
行
券
を
酸
行
し
た

も
の
で
あ

っ
た
。
公
庫
制
と
い
ひ
、
或
は
聯
合
警

制
と
い
ひ
、

.」
れ
は
或
は
公
庫
に
向
っ
て
農

券
を
承
領
し
.
或
癖

A暴

行
準
備
庫
に
お
い
て
領
蛋

票

の
方

法

に
よ

り

た

る

も

つ

で
あ

り

.

可

陀

も

質

劉

竜

興

景

D

一
診

県

」
・舌

早

る

～
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『

)
う
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中

國

銀

行

の

兌

換

舞

領

用

は

從

來

紙

幣

襲

行

を

な

ぜ

し

昏

眠

行

τ

中

割

毅

管

義

奥

無

芸

質

目

野
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ノ
う

ヒ
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)

き

う
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二

亘
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釦
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う

プ

τ
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r
I謡
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イ

一
一}

一そ

レ

ー

.

1

一

「

唱

一
■r

,
.月

は

中

國

銀

行

か

ら

す

れ

ば

自

行

舞

の

援

大

と

も

な

っ

た

の

で

あ

る

が

、

他

面

そ

れ

は

紙

幣

整

理

の

立

場

か

ら

見

れ

ば

前

清

以

降

企

圖

さ

れ

乍

ら

實

施

に

至

ら

な

か

っ

た

紙

幣

整

理

の

一
顯

現

と

も

見

ら

れ

、

喪

葬

銀

行

集

中

制

を

採

り

た

る

一
措

置

と

も

見

ら

れ

る

の

で

あ

っ

た

。

民
団

年
+

百

の

「
呈
大
総
難

中
國
銀
行
農

巻
末
能
迅
速
推
度
諜

原
因
及
進
行
方
姿

」
に
よ
れ
ば
屯
羅

行
嚢

券
の
推
辱

ぎ

の
理
由
と
し
て
は

一
に
魯

舞

の
濫
警

し
て
撰

の
需
求
に
過
ぐ
る
も
の
に
し
て
、
悪
貨
既
に
布
面
に
充
塞
し
、
良
貨
震

す
る
能
は
ざ
る
所

と
な
し
、
第
二
に
國
庫
未
だ
統

一
せ
ざ
る
に
よ
り
中
國

銀
行
鈔
票
推
廣
を
な
し
能
は
ざ
る
所
と
な
し
.
第
三
に
幣
制
未
だ
劃

「
な
る
能
は
ず
、
阻
礙

横
生
し
.
全
國
通
羅

元
の
實
現
さ
れ
ざ
る
に
曹

、
銀
元
讐

誘

自
ら
鶏

困
難
と
な
る
を
浮

た
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
公
庫
組
織
の
提
唱
さ

領

用

制

の

進

展

第

悪

一
五
三

笙

號

一
五
三



,

領

用

制

の

進

展

第

一
巻

一
五
四

第

一
號

一
五
四

【

れ
た
る
主
翼
理
由
は
第

一
に
国
家
銀
行
の
實
力
未
だ
充
賀
せ
す
、
第
二
に
集
中
制
實
行
ず
る
を
得
ざ
る
も
多
数
制
の
弊
を
矯
正
す
る
を
要
し
、
こ
れ

が
折
衷
辮
法
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

領
用
努
に
つ
い
て
は
各
行

の
管
業
報
告

の
不
全
、
各
地
鋒
荊
及
び
其
他
金
融
機
關
の
領
寡
額
不
明
な
る
た
め
、
そ
の
数
字
上

の
明

劾

確
を
鹸
ぐ
の
で
あ
る
が
、
領
練
行

の
漸
増
と
領
券
額
の
較
増
は
そ
の
領
雰
獲
建
を
見
込
ま
し
菌
た
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
少
数
大
銀
.行

の
獲
寡
は
措
置
す
る
こ
と

L
な
り
、
多
敷
弱
少
銀
,行
の
獲
舞
は
萎
腰
す
る
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
稜
行

銀
行
は
信
用
優
越
し
、
基
礎
鞏
固

に
そ
の
兌
換
券
は
肚
會

の
徴
迎
を
受
く
る
に
至
り
,
領
寡
者

は
領
用
に
安
ん
ず

べ
く
、
醗
行
銀
行

は
頓
用
者

の
増
加

に
よ
り
其

の
兌
換
券

の
推
行
を
愈

々
廣
大
す
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
領
舞
行

と
獲
歩
行
と
の
相
互
利
用
は
結
果
と

し

て
自
然

に
大
銀
行

に
獲
行
劣
が
集
中
さ
れ
る
こ
と

玉
な
る
を
期
待
し
得

る
と
す
る
。
而
し
て
大
銀
行

の
藪
行
を
除
け
る
弱
小
稜
行

銀
行
は
自
然
淘
汰
の
下
に
置

か
れ
叢
展
す
る
能
は
す

と
見
た

の
で
あ
る
。

民
國
七
八
年
乃
至
十

二
三
年

の
間
に
お
い
て
新
生

の
銀
行
は
磯
行
構

の
獲
得
を
以
て
急
務
と
し
た
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
ふ
が
、

他
面
領
用
雰
制
度

の
稜
達
は
無
護
符
樺
の
銀
行
も
領
用
を
訂
約
す

る
を
得
、
十
四
年
以
降
新
稜
券
銀
行
の
畿
生
を
聞
か
す
、
と
義
に

慣
用
雰
制
度

の
消
極
方
面
に
お
け
る
数
果
を
見
る
と
な
し
.
更

に
数

大
銀
行

へ
の
稜
舞
集
中
は
將
來

の
輩

一
稜
行
制
度

へ
の
助
成
策

と
な
り
得
る
も

の
と
も
見
た

の
で
あ
る
。

公
庫
制
と
い
ひ
、
頓
用
制
と
い
ひ
、
そ
れ
は
支
那
に
お
け
る
紙
幣
整
理
の
側
面
的
敷
果
を
持

つ
た
も

の
と
し

て
留
意
を
要
す

る
は

叙
上
の
経
過
に
徴
し

て
首
肯

さ
れ

る
所
で
あ
る
。
殊
に
慣
用
制
は
響
き
に
取
締
紙
幣
條
例
乃
至
修
正
取
締
條
例
の
如
き
が
未
看
護
行

櫨
銀
優
行
號

へ
の
獲
雰
不
許
可
規
定
、
既
看
護
行
棲
銀
銭
行
號

の
獲
雰
回
教
規
定
を
空
文

の
ま

」
に
経
過
し
た
る
に
比
較
す
る
時
、

20)肯 肛掲,上 海 鍍 業 月報 第 ブ1」づ置㍉ 第 五二號o

前掲,中 華 轡 詣1」良,P.139隔



紙
幣
統
瞬
策

と
し
て
の
無
集
中

の
集
中
を
知
る

の
で
あ
る
。
即
ち
領
用
制

の
採
ら
る
製
に
お

い
て
は
未
有
獲
行
構
銀
鍍
行
號
は
他
銀

行

の
獲
行
券
慣
用
を
な
し
得
る
に
よ
り
強
ぴ
て
護
行
模
の
取
得
を
要
せ
す

、
既
看
護
行
構
銀
鈍
行
號
は
高
度
信
用

の
獲
券
銀
行
券
領

用

に
よ
り
て
寧
ろ
自
行

の
獲
行
擢
を
放
棄
す
る
の
気
運
を
助
長
す

る
か
ら
で
あ
る
。

さ
れ
ば
政
府
と
し
て
は
領
用
制

の
稜
展
を
促
進

恥

す
る
ま
で
に
積
極
的
態
度

は
採
ら
ざ
り
し
と
し

て
も
、
消
極
的
に
慣
用
制

の
取
締

に
峻
嚴
な
ら
ざ
り
し
所
以
で
も
あ

っ
た
。
慣

用
制

度

の
普
及
は
銀
行
稜
行
寡
の
統
蹄
を
側

面
的
に
助
成
す
る
結
果
に
な

っ
た

の
で
あ
り
、
次
で
中
央
銀
行
も
成
立
と
共
に
中
国
銀

行
に

徹

ぴ
頓
用
制
を
採
用
し
た
る
所

で
あ
り
、
殊
に
中
央
銀
行
は
と
の
頓
用
制
に
よ
り
積
極
的
に
稜
行
構
の
集
中
整
理
を
意
圖
し
た
る
如

螂
、

く

に
も
見
受
け
ら
れ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

中
國
銀
行
は
各
行
荘
と

の
領
劣
契
約
締
結
後
、
領
用
鈔
票
堆
獲

に
つ
い
て
の
外
部
よ
り

の
疑
惑
を
避
く

べ
く
、
頓
用
銀
行
乃
至
鍵

荘

㊨
供
託
準
備
金
の

一
律

公
開
を
な
し

「
検
査
準
備
辮
法
.…
四
箇
條
を
定
め
、
慣
用
銀
行
乃
至
縫
荘

よ
り
毎
月
代
表
を
輪
推
し

て
中

国
銀
行
に
來

っ
て
楡
査
せ
し
む
る
方
法

〔第
三
條
)
を
と
り
、
か
く

て
信
用
を
高
む
る
所
が
あ

っ
た
。

四

金
融
逼
迫
緩
和
策
と
し
て
の
領
用
制

、
民
国
二
十
四
年
三
月
、
財
政
部
は
各
省

の
兌
換
券
蟹
行
を
統

一
す
べ
く
、
各
省

又
は
地
方
銀
行

の
大
額
銀
行
券
獲
行
檬

の
取
消
を

實
施
し
た
も

の
で
あ
り
、
省
政
府
又
は
地
方
銀
行
は

一
元
及
び

=
兀
以
上

の
兌
換
券
は
獲
行
ず
る
を
得
ざ
る
こ
と

」
な

つ
起
。
而
し

て
こ
れ
が
暫
行
的
措
置
と
し
て
は
同
年

三
月
頒
布

の

「
設
立
者
銀
行
或
地
方
銀
行
及
頓
用
或
獲
行
兌
換
券
暫
行
辮
法
」

に
俟

つ
所

の

も

の
が
あ

っ
た
。
こ
れ
即
ち
大
額
兌
換
券

に
つ
い
て
は
中
央
銀
行
畿
行
舞
に
つ
い
て
の
領
用
辨
法
を
規
定
す
る
所

の
も

の
で
あ
り
、

領

用

制

の

進

展

第

一
巻

一
五
五

第

「
號

一
五
五

21)
22)
23)
24)

東 亜 産 業 協 會,支 那 の紙 幣,P.P.15.17.

前 掲,支 那 及 満 洲 の 通 貨 と幣 制 改 革P.441.

前 掲,中 華 幣 制 史,PP.143^・..工44.

宮 下 忠 雄,支 那 貨 幣 制 度 論,7?.C7..

イ
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領

用

制

の

進

展

第

一
巻

一
五
六

第

一
號

一
五
六

中
央
銀
行
は

=
兀
及
び

=
兀
以
上
の
省
市
暗
記
兌
換
券
を
印
刷
稜
行
ず

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
某
省
市
の
文
字
が
標
明
さ
れ
て

各
省
銀
行
或
は
地
方
銀
行

の
領
用
に
㈲
え
ら
れ

(
第
二
條
)、
そ
の
領
用
に
つ
い
て
は
省
銀
行
或
は
地
方
銀
行
は
頓
用
撒
額

に
慮
じ
て

六
割

の
現
金
準
備

と
四
割

の
保
護
準
備
を
中
央
銀
行
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

〔第
四
條
)
旨
を
規
定
し
た
。
而
し
て
こ
の
嚢
行

雰
は
中
央
銀
行

に
お
い
て
責
任
を
以

て
兌
換
す
る
の
で
あ
り
.
先
入
後

の
當
該

暗
記
舞
は
外
部

へ
は
暗
號
記
號
を
以

て
す
る
秘
扱
と

な
っ
て
み
る
が
、
蛮
券
銀
.行
と
領
用
銀
行
の
間
に
あ
っ
て
は
嘗
試
醗
行
者
は
識
別
さ
れ
る
か
ら
暗
記
に
依
照
し
て
夫

々
原
傾
胴
の
客

勤

銀
行

に
つ
い
て
全
額

の
現
金
を
回
牧
す
る
の
で
あ
る

(
第
六
條
)
。

第
二
條

中
央
銀
行
印
登

【
元
及

=
兀
以
上
省
市
暗
記
兌
換
券
、
標
明
某
省
市
字
榛
.
以
備
各
省
銀
行
或
地
方
銀
行
領
用
。

ら

第
四
條

省
銀
行
、
或
地
方
銀
行
領
用
中
央
銀
行
兌
換
券
、
庶
照
顧
用
撒
額
、
緻
存
六
成
現
金
準
備
,
四
戒
保
詮
進
-備
於
中
央
銀
行
。

前
項
大
成
現
金
準
備
、
得
由
中
央
銀
行
以
二
成
、
轄
原
領
券
銀
行
。

第
六
條

各
省
市
銀
行
頭
用
之
中
央
銀
行
兌
換
券
、

由
中
央
銀
行
員
責
兌
換
、

免
入
後
依
照
暗
記
、

分
向
原
領
用
之
各
省
市
銀
行
、
挽
回
十
足
現

金
。
各
地
中
央
銀
行
分
曳
行
亦
照
此
同
様
辨
理
。

第
九
條

省
銀
行
或
地
方
銀
行
向
中
央
銀
行
領
用
兌
換
券
.
除
依
照
本
辮
法
辮
理
外
、
其
他
事
項
.
依
照
中
央
銀
行
同
業
長
期
領
用
兌
換
券
規
則
、

讐
方
南
辮
之
。

か
く
て
こ
の
制
度
に
よ
り
獲
行
樺
を
停

止
さ
れ
た

る
銀
行
も
獲
行
灌
を
持
続
し
た
る
と
同
様
の
機
能
を
働
か
す

こ
と

玉
な
る
の
で

あ
る
か
ら

薯

券
の
番

に
資
す
る
所
あ
る
と
港

金
融
肇

の
緩
和
に
贅

が
囑
さ
れ
た
わ
け
で
あ
稿

頓
用
制
の
震

は
砂

.

稟
推
廣

の
手
段
と
し
て
を
措
け
ば
大
鎧
前
年
期
に
お
い
て
は
軍

一
獲
行
制

の
能
力
を
有
す
る
中
央
銀
行
の
出
現
が
困
難
な
る
ま

墨
に

焚
雰

の
集
中
に
役

立
つ
た
も

の
で
あ
り
、
後
半
期
に
お

い
て
は
金
融
逼
迫
期
に

一
役

を
演
じ
た
も

の
と
概
観
し
得
る
で
み
ら
う
。

25)此 在 名該行之間。錐知菜種暗記券爲某行或某荘所領用蟹行.。而在一般肚會人'(前掲
,上士。僅知真薦某某銀行之兌換 行。不必更辮其頓用之行;tL爲誰也。

海鏡業月報第九巻,第 五號)
26)民 団十二年末,上 海 に銀 雨銀圓恐慌の蟹 生 した る際 にゴ曉ナいτ十三年暦,鍍 業



慣
用
制
は
幣
制
改
革

の
結
果
、

「
九

三
五
年
十

一
月
以
降
は
襲
歩
集
中
が
行
は
れ
、

こ
の
制
度
は
必
然
的
解
酒
を
件

ふ
運
命
に
あ

っ
た

の
で
あ
っ
た
が
、
中
央
、
中
國
、
交
通
三
銀
行
よ
り
他
の
諸
銀
行
、
饅
薙

へ
法
幣

の
頓
用
が
許
さ
れ
る
こ
と
玉
な

っ
た

の
で
あ

る
。
そ
れ
は
正
貨
準
備
と
し

て
現
金
六
割
、
保
護
準
備

と
し
て
有
償
證
券
四
割
を
準
備
物
件
と
し
て
供
託
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
幣

制
改
革
後

二
年
間
を
存
置
期
間

と
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら

}
九
三
七
年
.
即
ち
民
國
二
十
六
年

+

一
月
末
日
を
以

て
漏
了
す

る
こ
と

と
な

っ
て
み
た

の
で
あ
る
。

今
次
支
那
事
攣
の
突
獲
す
る
や
、
不
安
人
氣
は
次
第

に
上
海

に
蓬
頭
し
、
二
十
六
年
八
月
九

目
.
大
山
大
尉
事
件

に
引
績
ぎ
八
月

十
三
日
、
上
海

に
お
け
る
戦
端
開
始
さ
れ
、
國
民
政
府

の
緊
急
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
當
初
そ
れ
は
通
貨
牧
縮
策

に

茂

て
韓

の
摺

奪

を
講
ぜ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
議

化
し
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
亀

。
養

牧
縮
策
の
嘉

は
羅

の

便

値

維

持

策

と

は

な

っ

た

が

、

こ

れ

を

張

行

ず

る

に

お

い

て

は

、

金

融

を

梗

塞

せ

し

む

る

と

と

⊥
な

っ

た

。

さ

れ

ば

支

那

側

民

間

・銀

行

及

び

鍼

.荘

方

面

で

は

上

掲

の

二

+

四

年

十

一
月

四

日

、

新

幣

制

實

施

陵

許

容

さ

托

た

る

法

幣

更

謁

見

甜

こ

襲

つ

く

翼

果

羅

甸

こ一

,
..
....【
,
「

,̀
鞠
,

そ
重
1{

」

ヲ

～

孕

一一ゼ
♂

1
{

沼ヌ
,ヨ
'系

F

つ
い
て
の
領
用
辨
法
の
延
長
を
諾

せ
ん
と
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
覇

に
先
立
っ
て
、
銀
鶴

業
公
會
が
共
同
し
て
財
政

部
署

特
舞

法
た
・
慣
用
制
期
限
の

一
箇
年
延
長
を
電
請
す
る
・
と
溢

軌

財
政
部
も
こ
れ
を
許
可
し
た
の
で
あ
っ
輪

奮
国
民
政
府
の
戦
時
金
融
通
貨
策
は
、
か
く
の
如
く
慣
用
制
の
踏
襲
を
許
可
せ
し
所
あ
り
、
更
に

「
非
常
時
期
安
定
金
融
補
充
辮

法
」
を
同
工
+
六
年
八
月
二
+
日
、
上
海

の
銀
行
、
錘

間
に
鑑

す
る
・
亡

な

っ
た
。
そ
れ
は
封
内
的

に
は
金
融

の
安
定
姦

し
、
封
外
的

に
は
外
囲
爲
替
に
つ
い
て
間
接
的
統
制
を
な
し
、
資
金

の
外
流
を
牽
制
す
る
の
役
割
藁

さ
し
む
べ
き
を
狙

っ
た
も
の

で
あ

っ
た
。
こ
の
匪
劃
は
た

穿
相
互
に
劃
脹
即
ち
帳
簿
上
の
振
替
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

現
金
取
扱
を
建
前

と
し
な

い
も

の
で
あ
る

頻

用

募

進

展

第
暮

「
毛

篁

號

一
毛

頓用が中国銀行 との間に締結 され層1.この も金融逼迫緩和への要請か らであった。
27) 非常時期安定 金融辮法,二 十六年八 月十五 日公布。
28) 中国銀行経濟研究室,中 外商業金融彙報,第 四巻十二期,第 五巻一期。

幽



領
.
用

制

の

進

展

第

一
巻

一
五
八

第
』
號

一
五
八

か
ら
、
.こ
の
仕
組
に
よ
り
外
國
爲
替
は
そ
の
自
由
な
る
費
買
を
綴
績
す

る
に
放
任
し
て
も
擾
臥

の
虞
な
き
は

「
無
異
用
金
底
油
薪
之
.

辮

法
、
以
控
制
外
匿
」
即
ち
布
面
の
法
幣
を
緊
縮
せ
し
む
る
に
釜
底

の
薪
を
抽
出
す
の
辮

法
に
よ
り
外
國
爲
替
を
制
限
し
走
る
と
異
.

勃

な
ら
な

い
と
説
明
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
か
く
し
て
安
定
金
融
辮
法
に
因
る
所
謂
法
幣
牧
縮

に
射
し

て
は
投
機
的
融
資
は
避
け

つ

玉
實
需
的
資
金
の
提
供
を
困
難
な
ら
し
め
し
弊
を
綾
和
せ
ん
と
す
る
方
策
が
實
施

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

簑
定
金
融
辮

法
敵
に
補
充
排
法
が

}
鷹
方

の
姉
者
経
過
を
辿
り
し
と
共
に
、
薔
国
民
政
府
財
政
都
営
局

で
は
非
常
時
金
融
謝
策

と

し

て
資
金
流
通

上
に
樹
葉
を
強
化
す
る
要

に
迫
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
二
十
六
年

八
月

二
十
六
日
.
財
政
部
通
令
施
行

の

「
中
中
交

農

四
行
聯
合
貼
放
甥
法
」
は
農
鑛
工
商
業

の
接
濟
即
ち
救
済
に
資
し
、

地
方
金
融

の
疏
通
を
圓
滑
な
ら
し
む
る
措
置

で
あ
り
、
そ

の

貼
現
放
歌
即
ち
割
引
貸
付
は
信
用
制
度

の
横
大
と
な
る
も

の
で
は
あ
っ
た
が
、
中
央
統
蹄

の
金
融
調
整
策
た
ら
し
め
ん
と
考
慮
を
佛

勒

ひ
、
こ
の
信
用
制
度
の
撰
大
策
は
無
節
制

の

一
般
貼
放
政
策
と
は
趣
を
異
に
せ
し
め
ん
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

地
方
金
融

の
疏
通
を
圖
る
べ
き
四
行
聯
合

の
割
引
貸
付
の
方
策
が
探
ら
れ

し
と
共
に
、

こ
の
種

の
傾
向
に
お
け
る
強
化

の
措
置
を

民
国
二
十
七
年

(
一
九
三
八
年
)
四
月
二
十
九
日
、

財
政
部
公
布

の

「
改
善
地
方
金
融
機
構
辮
法
綱
要
」
に
見
る

と
と
が
出
来
る
。

こ

の
辮
法
の
目
的
は
就
職
時
期

に
適
慮

せ
し
め
ん
が
た
め
、
内
地
金
融
を
調
剤
し
、
農

工
各
業
を
扶
助
し
、
生
産
増
加

の
促
進
を
企
圖

す

る
に
あ
り

(
第

一
條
)、
そ

の
運
瞥

は
領
用
制
の
下
に
實
施
さ
れ
る
も

の
と
な

σ
て
現
れ
た
。
領
用
制

の
仕
組
は
法
幣
、
公
肚
債
及

び
株
式
其
他
特
定
ロ叩
を
準
備

と
し

て
中
央
、
中
國
、
交
通
、
中
國
農
民
の
四
政
府
系
銀
行

の
獲
行
せ
る

=
兀
雰
及
び
補
幣
雰
を
代
理

嚢
有
し
得
る
の
で
あ
り

(第
四
條
及
改
訂
規
則
第
六
條
)、

同
時
に
銀
行
業
務
が
從
來

の
固
有
業
務
以
外
に
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
る

(
第

二
條
及
改
訂
規
則
第
二
條
)。

29)法 幣之回顧興 前謄,輕 餌研究,第 一巻第一期,P.25.
30)因 み にこの辮 法は地方金融梗塞を打開 して その疏通を 目的 とした るよbは 寧

至難 餓雛 鰍 齢 監 製'れ識 揖品嘩 醐贈 も舘 ごゆ

●
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而
し

て
こ
の
改
善
地
方
金
激
機
構
辮
法
綱
要
九
箇
條
に
依
擦
し
て
二
十
七
年
六
月
十
六
日
、
財
政
部
核
准
の

「
頓
用

一
元
券
及
補

幣
雰
規
則
」
十
四
箇
條
が
訂
定
さ
れ
た
。

頓
用

一
元
券
及
輪
帯
券
規
則

二
十
七
年
山八
月
十
山ハ
ロ
μ

財
政
部
核
准

第
二
條

各
地
方
金
融
機
關
、
向
中
中
変
裏
四
行
頓
用

=
兀
券
及
輔
幣
券
時
、
除
奮
有
業
務
外
、
腰
増
辮
下
列
各
項
業
務
。
(省
)

卸
四
條
.
此
嘉

月
三

元
童

舞

券
・
以
叢

流
入
農
村
盤
投
於
生
産
之
蒸

原
則
、
各
領
券
機
關
犠

照
餐

之
具
讐

案
饗

鑑

。

、
第
五
條

・
領
用
券
類
之
成
分
、
定
爲

一
元
券
百
分
之
六
十
、
輪
帯
券
百
分
之
四
十
。
(
以
下
省
)

更
に
今
次

の
喜
憂
に
つ
い
て
は
頓
用
制
の

一
展
開
を
知
る
こ
と
が
出
來

る
。
.前
掲

の
安
定
金
融
辮
法
並
に
補
充
辮
法
を
繞
る
第

一

衣

モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
劃
し
.て
二
十
八
年

六
月
二
十
二
日
の
新
安
定
金
融
辮
法
並
に
九
月
二
十
五
日
分
安
定
布
面
辮
法
を
繞
る
第
二
次

世

ア
ト
リ
ア
ム
に
於
け
る
も

の
が
抽
出
寝
れ
得
る
。
そ
れ
は
謄
劃
制
慶

の
機
能
の
進
化

に
即
し
た
も

の
で
あ
り
.

い
は
ば
同
薬
羅
劃

よ
り
領
困
臥囮
劃

へ
と

一
段
階
が
劃

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
本
稿

に
於

て
は
省
略
す
る
び

領
用
制
は
鈔
票

の
推
行
に
そ
の
生
成
を
見
、
爾
来
鈔
票

の
整
理
に
お
い
て
側
面
的
集
中
化
に
資
す
る
所
あ
り
、

金
融
恐
慌
に
際
會

し
て
は
こ
れ
が
緩
和
策
の

一
役
を
果
さ
し
め
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
併
し
乍
ら
頓
用
券
制
度
を
し
て
た

恩
激
機
寡
行
の
稜
行
赤
を

推
廣

せ
し
む
る
に
経

る
か
、
更
に
軍

一
獲
行
制
度

へ
の
過
渡
的
役
割
を
來

さ
し
め
得
る
か
或
は
恐
慌
封
策
と
し
て
の
措
置

如
何
は
實

に
そ
の
連
管

に
か

Σ
る
も

の
で
あ
り
、
制
度
そ

の
も

の
よ
り
直
接
の
期
待

は
か
け
難
き
も
の
で
も
あ
る
。

こ
」
で
は
た

窒
支
那
に
於

け
る
金
融
通
貨
封
策

上
に
果
し
來
れ
る
頓
用
制

の
経
過
を
回
顧
す
る
に
と

貸
め
る
。
.

領

用

制

の

進

展

第

一
巻

[
五
九

第

一
號

一
五
九

31)鋪,4・ 鱒 士,.支 那1・於 け、裡 號 灘 の 研 究 ・PP.40～60,PP.13-16?.

PP.247～253.

卜


